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本 書 は 、1993年 に 開 か れ た コ ン フ ァ レ ンス

「成 功 した環 境 政 策 の 比 較 」 で の報 告 を も とに,

主 に先 進 工 業 国 で の環 境 政 策 の 成 功 例 を 政 治 学

的 に 分 析 し,そ の原 因 を明 らか に し よ う と した

M.Janicke,H.Weidner編(1995)『Successful

EnvironmentalPolicy』 の抄 訳 で あ る。 原 著 の イ

ン トロ ダ ク シ ョン と,原 著 に含 まれ た24の 事 例

報 告 の うち 編 者 の イ ェ ニ ッケ が 推 薦 す る8つ の

報 告 とが 訳 出 され,そ れ ぞ れ 本 書 の1章,3章

～10章 に なっ て い る.ま た,イ ェニ ッケ らの 代

表 的 な研 究 が 訳 出 さ れ2章 とな って い る.そ し

て,そ れ らの 前 に訳 者 解 説 が 置 か れ て い る.こ

の書 評 に お い て は,2章 に つ い て 簡 単 に触 れ た

後,個 別 の 事 例 報 告 で あ る3章 か ら10章 をそ れ

ぞ れ 簡 単 に ま とめ て,コ メ ン ト し,"イ ン トロ

ダ ク シ ョ ン"と 称 しつ つ も全 体 の ま とめ に な っ

て い る1章 の 主 張 を検 討 す る こ と にす る.本 書

は政 治 学 の 立 場 か らま とめ られ た もの だ が,こ

の書 評 で は 環 境 経 済 学 を専 門 とす る もの の 立 場

か ら評 価 をす る.

原著には含まれていない2章 においては,大

まかな統計を用いた国際的な比較研究の結果,

日本だけが産業政策を環境志向に転換させ,汚

染産業部門を意図的に縮小 させた,と いうかな

り強い主張がなされている(こ の主張は1章 で

も引用 される.).し かし,当 該政策がその現象

を引 き起 こしたとい う証明はなされてお らず,

この章の主張には無理があると思われた.以 下,

3章 から8章 について述べる.

「第3章 オランダ排水課徴金の効果」

(内容)1975年 から80年 にかけて,オ ランダの

産業排水による汚染がかな り減少 した.こ の原

因に関 して,汚 染 の減少量 とさまざまな要因と

の相関を調べた.そ の結果,こ の減少は,汚 染

削減を意図した 「直接規制」ではなく,下 水処

理施設の財源確保のために導入された 「排水課

徴金」の結果であるといえる.

(評)経 済学的に見て正当と思われる比較が行

われておらず,こ こに与えられた情報だけでは,

すぐに受け入れるのは危険であるように思われ

た.

「第4章 スウェ―デンにおける市町村の下水

処理」

(内容)ス ウェーデンの下水処理場から排出さ

れる水の水質は1960年 代後半以降急激に改善さ

れた.汚 染排出量 と補助金額の経年変化を比較

するなどした結果,こ の改善には,厳 しい直接

規制を背景 として,中 央政府から市町村に交付

された下水処理場への投資に対する補助金が大

きな影響 を与 えたといえる.

(評)直 接規制な しの補助金では投資は少ない

であろうか ら,著 者の強調す る方向 と違 って,

直接規制が主で補助金が従だとい うべ きではな

かろうか.

「第5章 日本における煤煙発生施設からの二

酸化イオウと二酸化窒素の排出削減」

(内容)日 本では1970年 代初頭以降,固 定発生

源か らのSO、,NO、 の排出は急激に削減された.

削減実績 と様々な制度の創設 ・変化の経緯など

を関連づけて検討 した.そ の結果,総 量規制,

硫黄排出規制,地 方の公害防止計画,地 方の微

調整,補 償制度のSOx課 徴金,な どが有効であ
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った といえる.ま た,そ れらの手段 には相互依

存関係が存在するため,ど れか一つだけが成功

したということはいえない.

(評)定 量的な厳格な分析はないものの,全 体

としてバランスのとれた研 究であると思われ

た.た だ,産 業政策の影響力の程度など,2章

と同様,必 ずしも説得的でない点もある.

「第6章 ドイツ連邦共和国における大規模燃

焼施設の排出ガス削減」

(内容)ド イツでは1980年 代 に大気汚染が急激

に改善された.汚 染物質の排出量の変化,排 出

基準値 とそれの達成に必要な技術 との関係など

を検討 した結果,こ の改善は,「森の死」によ

る世論の高まりを背景に,1983年 に施行された

大規模燃焼施設規制令に基づ く,任 意協定,自

発的な責任負担,経 済インセンティブを絡めた

指令統制型政策手段 によるものであるといえ

る.

(評)排 出基準の適用対象が広が り,ま た,厳

しくなった,こ とにより排 出が減る,と いうの

は,ご く自然な結果に思える.任 意協定,自 発

的責任負担 と呼ばれるものの中身,お よび指令

統制型手段との関係をもっと説明 してほしかっ

た.

「第8章 カ リフォルニアでの省エネルギー政

策 と環境保護」

(内容)米 国カリフォルニア州では1970年 代～

80年代の期間,経 済成長に対 してエネルギー消

費量の伸びは低 く抑えられた.こ れは,環 境問

題に関する意識変化を背景 として,政 策的には,

1970年 代 半 ばの州 の電 気 料金 適正 化 制度

(ERAM)に よる電力会社 の利益 と売上の分離,

1978年 の連邦発電規制法(PURPA)の 立法による

電力市場の開放,な どによると考えられる.

(評)環 境保護団体 と企業 との関係の変化など,

興味深い分析 もあるのだが,結 局,肝 腎のエネ

ルギー需要の抑制に何がどのように効いたのか

の分析がない.

「第9章 スイスのチバ株式会社の 『環境にや

さしい経営』」

(内容)ス イスに本社のある製薬 ・化学会社の

チバ社の重役および社員 とのインタビューの結

果,同 社は1980年 代半ば以降,環 境志向型経営

を進めている.こ れらの変化の決定的契機 とな

ったのは,1986年 にバーゼルの工場で起 きた事

故である.

(評)環 境志向型経営の成果が実証的に十分に

示 されておらず不満が残る.

「第7章EC環 境政策の驚異的な成功例一1989

年の小型車排気ガス指令」

(内容)1989年 に導入されたECの 小型車指令は,

厳 しい排気ガス基準(米 国83年基準,日 本76年

基準)を 課し,そ の結果,1993年 以降の新車は

三元触媒装置の装備が義務づけられ,排 気ガス

量はかな り削減されると期待 される.導 入 まで

の政治的な紆余曲折を検討 した結果,こ の義務

化は,環 境問題への関心の高まり,補 助金政策

による触媒車の需要増加,自 動車産業の態度軟

化,な どなどの多 くの要因が偶然に組みあわさ

った結果であるといえる.

(評)著 者は偶然 と言 うが,こ れ らの要因を並

べると,と ても関連が深 く,偶 然の一致である

という著者の分析は誤 りと思われる.

「第10章 オゾン層 を保護するための国際的取

組」

(内容)問 題物質の生産量 と,各 国政府および

各国産業界 をアクターとする国際政治の動きを

関連づけて分析 した.フ ロンの生産量は増加,

減少,増 加 と変化 した後87年 以後急減している.

これら変化の要因は,用 途毎の使用禁止や利用

の増加,製 造と消費の削減を義務づけた議定書

の調印,な どである.ま た,規 制措置の導入 と

代替フロンの開発は互いに促進 しあった.

(評)規 制措置が とられると排出量は減る,と

いうわかりやすい内容である.規 制措置の国際

的導入 という点で,気 候変動問題と比較すると

興味深いと思われる.
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「第1章 成功 した環境政策一 イン トロダクシ

ョン」

この章では,事 例報告を総合 して以下のよう

な成果 ・結論を得ている.

(内容)研 究成果 は,市 民の意識が高いことが

重要である,政 党 ・議会は重要でないが政府は

重要なアクターである,大 多数の事例が指令統

制型政策であり,ま たダイナミックな相互作用

を示 している,環 境保護団体 ・技術革新的な企

業が重要なアクターである,等 がわかったこと

である.そ して,結 論としては,国 家の衰退は

起 きていないこと,交 渉 ・情報伝達 ・公的介入

の予告,な どの新しい政策的介入様式 もでてき

ていること,環 境保護団体などの新 しいアクタ

一は政府を補完 し介入能力を拡大すること,な

どがいえる.

(1章 および全体の評)あ ま り厳格 な分析 は行

われぬまま疑問に思える強い主張がなされる場

面 もあるが,多 くの事例研究を集めるこノとによ

り,机 上の理論 と違って現実には多様な政策手

段が とられてお り,ま た,政 府,企 業,家 計,

という伝統的経済主体以外の主体 を含めた方が

現実をよりよく把握できるということを理解す

ることは重要であると思われ,本 書はそのこと

に貢献 していると思う.

執筆者についての紹介があればよかった.
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